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仙台市地域防災計画【原子力災害対策編】修正案 新旧対照表（抄） 

旧頁 旧 新 備考 

第 1 章 

第 8 節 

市の活動体

制 

P22 

1. 災害対策活動体制 

（中略） 

(1) 防災組織体制 

原子力施設において事故が発生したときは，次の体制をもって対処する。 

表 1.8-1 原子力施設の緊急事態区分と組織体制 

原子力施設の緊急事態区分 

（ 発 令 基 準 ） 
発 令 者 組 織 体 制 職員の配備区分 

【警戒事態】 

●東北電力女川原子力発電所で警

戒事態が発生した場合 

●東北電力女川原子力発電所以外

の国内の原子力施設で発生したトラ

ブルで安全レベルが低下し，本市に

も影響が及ぶおそれのある場合 

危機管理監 情報連絡体制の強化  

【施設敷地緊急事態】 

●東北電力女川原子力発電所で施

設敷地緊急事態が発生した場合 

●各種モニタリングの結果などによ

り，本市が災害警戒本部を設置する

必要があると判断した場合 

危機管理監 災害警戒本部体制 警 戒 配 備 

【全面緊急事態】 

●東北電力女川原子力発電所で全

面緊急事態が発生した場合 

●各種モニタリングの結果などによ

り，本市が災害対策本部を設置する

必要があると判断した場合 

市 長 災害対策本部体制 
原子力災害対策

に必要な配備 

(2) 情報連絡体制の強化 

警戒事態が発生したときは，危機管理監が指示し，関係局主管課，各区区民生活課及び関係

課の職員の連絡体制を強化する。また，状況により指示を受けた関係局主管課及び各区区民生

活課が自ら気象情報及び災害情報等の収集に努める。 

（後略） 

1. 災害対策活動体制 

（中略） 

(1) 防災組織体制 

原子力施設において事故が発生したときは，次の体制をもって対処する。 

表 1.8-1 原子力施設の緊急事態区分と組織体制 

原子力施設の緊急事態区分 

（ 発 令 基 準 ） 
発 令 者 組 織 体 制 職員の配備区分 

【警戒事態】 

●東北電力女川原子力発電所で警

戒事態が発生した場合 

●東北電力女川原子力発電所以外

の国内の原子力施設で発生したトラ

ブルで安全レベルが低下し，本市に

も影響が及ぶおそれのある場合 

危機管理監 警 戒 準 備 体 制  

【施設敷地緊急事態】 

●東北電力女川原子力発電所で施

設敷地緊急事態が発生した場合 

●各種モニタリングの結果などによ

り，本市が災害警戒本部を設置する

必要があると判断した場合 

危機管理監 災害警戒本部体制 警 戒 配 備 

【全面緊急事態】 

●東北電力女川原子力発電所で全

面緊急事態が発生した場合 

●各種モニタリングの結果などによ

り，本市が災害対策本部を設置する

必要があると判断した場合 

市 長 災害対策本部体制 
原子力災害対策

に必要な配備 

(2) 警戒準備体制 

警戒事態が発生したときは，危機管理監が，関係局主管課，各区区民生活課及び関係課の職

員の警戒準備体制を指示する。また，状況により指示を受けた関係局主管課及び各区区民生活

課が自ら気象情報及び災害情報等の収集に努める。 

（後略） 

災害対策本部等

の設置要件及び

非常配備基準等

の見直し 

資料１-６ 



（2/3） 

旧頁 旧 新 備考 

第 1 章 

第 8 節 

市の活動体

制 

P31 

2. 職員の配備・動員計画 

（中略） 

(1) 配備計画 

（中略） 

ア 警戒配備等 

 警戒配備は，災害警戒本部を設置し，災害の警戒や軽微な応急対策を行うため，職員を

動員する配備である。 

また，警戒事態が発生した場合に情報連絡体制の強化を行う。 

（資料 2-5「非常配備等に関する要領」参照） 

表 1.8-6 警戒配備等基準 

配 備 区 分 配 備 基 準 配 備 体 制 

情報連絡体制の強化 

【警戒事態】 

●東北電力女川原子力発電所で警

戒事態が発生した場合 

●東北電力女川原子力発電所以外

の国内の原子力施設で発生したトラブ

ルで安全レベルが低下し，本市にも影

響が及ぶおそれのある場合 

関係職員の連絡体制の

確保，状況により災害情

報等の収集に努める体

制 

発令者：危機管理監 

警戒配備 

（災害警戒本部体制） 

【施設敷地緊急事態】 

●東北電力女川原子力発電所で施

設敷地緊急事態が発生した場合 

●各種モニタリングの結果などにより，

本市が災害警戒本部を設置する必要

があると判断した場合 

警戒対象部局が，災害

情報の収集，災害の警

戒等を組織的に実施す

るため，所要の職員を配

備してこれに当たる体制 発令者：災害警戒本部長 

 

①～③ （略） 

④ 情報連絡体制の強化 

情報連絡体制の強化の指示については，危機管理監が行い，伝達については危機管理局

危機対策課長より，警戒対象部局の主管課長，区は区民生活課長に伝達する。 

イ （略） 

2. 職員の配備・動員計画 

（中略） 

(1) 配備計画 

（中略） 

ア 警戒配備等 

 警戒配備は，災害警戒本部を設置し，災害の警戒や軽微な応急対策を行うため，職員を動

員する配備である。 

また，警戒事態が発生した場合に警戒準備体制の指示を行う。 

（資料 2-5「非常配備等に関する要領」参照） 

表 1.8-6 警戒配備等基準 

配 備 区 分 配 備 基 準 配 備 体 制 

警戒準備体制 

【警戒事態】 

●東北電力女川原子力発電所で警

戒事態が発生した場合 

●東北電力女川原子力発電所以外

の国内の原子力施設で発生したトラブ

ルで安全レベルが低下し，本市にも影

響が及ぶおそれのある場合 

関係職員の連絡体制の

確保，状況により災害情

報等の収集に努めるとと

もに、必要に応じて所要

の職員を配備してこれに

あたる体制 発令者：危機管理監 

警戒配備 

（災害警戒本部体制） 

【施設敷地緊急事態】 

●東北電力女川原子力発電所で施

設敷地緊急事態が発生した場合 

●各種モニタリングの結果などにより，

本市が災害警戒本部を設置する必要

があると判断した場合 

警戒対象部局が，災害

情報の収集，災害の警

戒等を組織的に実施す

るため，所要の職員を配

備してこれにあたる体制 発令者：災害警戒本部長 

 

①～③ （略） 

④ 警戒準備体制 

警戒準備体制の指示については，危機管理監が行い，伝達については危機管理局危機対

策課長より，警戒対象部局の主管課長，区は区民生活課長に伝達する。 

イ （略） 

災害対策本部等

の設置要件及び

非常配備基準等

の見直し 

第 2 章 

第 1 節 

情報収集と

連絡体制 

P42 

2. 事故発生後の対応 

(1) （略） 

(2) 災害対策活動体制の発令 

  ア 情報連絡体制の強化の発令 

市は，東北電力から警戒事態に相当する事象の発生についての通報連絡及び県からの連絡

を受けた場合，又は国内の原子力施設で発生したトラブルで安全レベルが低下し，本市にも

影響を及ぼすおそれがあると判断した場合，情報連絡体制の強化を発令する。 

イ～ウ （略） 

2. 事故発生後の対応 

(1) （略） 

(2) 災害対策活動体制の発令 

  ア 警戒準備体制の発令 

市は，東北電力から警戒事態に相当する事象の発生についての通報連絡及び県からの連絡

を受けた場合，又は国内の原子力施設で発生したトラブルで安全レベルが低下し，本市にも

影響を及ぼすおそれがあると判断した場合，警戒準備体制を発令する。 

イ～ウ （略） 

災害対策本部等

の設置要件及び

非常配備基準等

の見直し 
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旧頁 旧 新 備考 

事故発生後

の原子力災

害対策のフ

ロー 

P78 

  

災害対策本部等

の設置要件及び

非常配備基準等

の見直し 

 

  応 急 対 策 段 階 
復 旧 段 

階 

関

係

機

関 

東北電力 

女川原発 
    

国 

 
    

宮城県 

 
    

施設周辺

市町 
    

仙

台

市 

第 1 節 

情報収集と 

連絡体制 

    

第 2 節 

市からの 

情報発信 

    

第 3 節 
環境放射
線 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

    

第 4 節 

退 避 ・ 避

難・ 

避難受入

れ 

    

第 5 節 
被ばく対策 

    

第 6 節 
飲食物の 
安全確保 

    

第 7 節 
除染 

    

 

警戒事態発生 施設敷地緊急事態発生 全面緊急事態発生 事故収束 放射性物質大量放出 

安定ヨウ素剤 

服用の指導・助言 

食料品出荷・飲食物摂取 
制限指示 

避難指示 
（市内・広域） 

安定ヨウ素剤 
服用指示 

食料品出荷・飲食物摂取 
制限指示 

避難指示 
（市内・広域） 

情報連絡体制の強化 災害警戒本部体制 

復旧時情報収集 

退避・避難 

退避・避難 

助言 

退避・避難 

指示 

市民等への正確な情報伝達，関係機関への情報伝達 退避指示 服用指示 制限指示 避難指示 

参集連絡，情報収集（事故状況，モニタリング情報など） 

災害対策本部体制 

市民等からの問い合わせへの対応（市民相談窓口の開設） 

風評被害への対応 

緊急時モニタリング準備及び監視体制 復旧時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

屋内退避の準備 屋内退避の誘導 

来訪者用一時滞在施設の開設・運営 

屋内退避解除 
一時移転の準備・指示 

避難施設の開設・運営（市内避難） 

一時移転解除 

他市からの避難受入れ 

避難施設の開設・運営，県と協議・調整，関係自治体行政機能支援 

市民等への物資の供給 

被害状況等調査 

安定ヨウ素剤服用準備体制 安定ヨウ素剤服用指示・服用支援 

避難退域時検査・原子力災害医療等被ばく対策に関する対応 

健康調査 

飲食物等の摂取制限及び出荷制限に関する対応 

制限措置解除 

除染の実施 

汚染物の処分 

原子力緊急事態宣言 

通  報  連  絡 

緊急時モニタリングの実施計画作成，実施，結果の報告，実施計画の見直し 

プルーム通過後 

除染の準備（除染が必要な区域の分析，実施体制確認，手順検討など） 

要配慮者の支援 

平常時モニタリング 

  応 急 対 策 段 階 
復 旧 段 

階 

関

係

機

関 

東北電力 

女川原発 
    

国 

 
    

宮城県 

 
    

施設周辺

市町 
    

仙

台

市 

第 1 節 

情報収集と 

連絡体制 

    

第 2 節 

市からの 

情報発信 

    

第 3 節 
環境放射
線 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

    

第 4 節 

退 避 ・ 避

難・ 

避難受入

れ 

    

第 5 節 
被ばく対策 

    

第 6 節 
飲食物の 
安全確保 

    

第 7 節 
除染 

    

 

警戒事態発生 施設敷地緊急事態発生 全面緊急事態発生 事故収束 放射性物質大量放出 

安定ヨウ素剤 

服用の指導・助言 

食料品出荷・飲食物摂取 
制限指示 

避難指示 
（市内・広域） 

安定ヨウ素剤 
服用指示 

食料品出荷・飲食物摂取 
制限指示 

避難指示 
（市内・広域） 

警戒準備体制 災害警戒本部体制 

復旧時情報収集 

退避・避難 

退避・避難 

助言 

退避・避難 

指示 

市民等への正確な情報伝達，関係機関への情報伝達 退避指示 服用指示 制限指示 避難指示 

参集連絡，情報収集（事故状況，モニタリング情報など） 

災害対策本部体制 

市民等からの問い合わせへの対応（市民相談窓口の開設） 

風評被害への対応 

緊急時モニタリング準備及び監視体制 復旧時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

屋内退避の準備 屋内退避の誘導 

来訪者用一時滞在施設の開設・運営 

屋内退避解除 
一時移転の準備・指示 

避難施設の開設・運営（市内避難） 

一時移転解除 

他市からの避難受入れ 

避難施設の開設・運営，県と協議・調整，関係自治体行政機能支援 

市民等への物資の供給 

被害状況等調査 

安定ヨウ素剤服用準備体制 安定ヨウ素剤服用指示・服用支援 

避難退域時検査・原子力災害医療等被ばく対策に関する対応 

健康調査 

飲食物等の摂取制限及び出荷制限に関する対応 

制限措置解除 

除染の実施 

汚染物の処分 

原子力緊急事態宣言 

通  報  連  絡 

緊急時モニタリングの実施計画作成，実施，結果の報告，実施計画の見直し 

プルーム通過後 

除染の準備（除染が必要な区域の分析，実施体制確認，手順検討など） 

要配慮者の支援 

平常時モニタリング 


